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見直しについて

1

北広島市都市計画マスタープラン(第2次)と各種計画の関係性

※立地適正化計画は、都市計画マスタープランの
一部とみなされます。（都市再生特別措置法第82条）

北海道が定める

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

（都市計画区域マスタープラン）

北広島市都市計画マスタープラン

具体の
都市計画

道路・公園
など

区画整理
事業など

個別の
都市計画

即す 即す

整合

即す

北広島市総合計画
【第6次】

他の分野の計画

◇北広島市地域公共交通計画

◇北広島市住生活基本計画

◇北広島市第3次環境基本計画

◇北広島市緑の基本計画（第2次）

◇北広島市都市景観形成基本計画

◇北広島市地域福祉計画

◇北広島市スポーツ振興計画

◇北広島市教育振興基本計画

◇その他関連計画

市街化区域
用途地域など

地区計画
など

土地利用 都市施設 市街地
開発事業 その他

北広島市立地適正化計画※

見直し見直し

R3 R12R7 R8

 都市計画マスタープラン
都市計画法第18条の2の規定による「市町村の都市計画に関する基本方針」であり、都市づく
りの指針として、目指す将来都市像とその実現に向けた取組の方向性をまとめたもの。

 北広島市都市計画マスタープラン（第2次）
社会情勢の変化や市民意識の変化などにより適切に見直すこととしており、ボールパークの開
業など、市を取り巻く状況が変化しているため、上位計画である北広島市総合計画などの見直
しに併せ、土地利用の基本方針等を見直す。



見直し内容
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１．時点修正・関連計画に関する見直し
 今までの5年間において、法令の改正や名称

変更などが行われている内容について見直し
 その他、数値、時間的変化に係る見直し
 立地適正化計画改定に伴う見直し

２．今後の土地利用に伴う見直し
今後5年間のまちづくりにおいて、追加で記載
し、検討や実施を進める必要がある内容につ
いて見直し

① 市街化区域：JR新駅北側の土地利用
② 市街化調整区域：国道274号、国道36号沿線

等における土地利用

国道274号

国道36号
ＪＲ新駅



国勢調査結果（R2年10月）等の反映

第１章 基本的な姿勢
５ 北広島市の概況（P8～11）

変更
箇所

旧新新旧
平成27年(2015年)10月1日現在の国
勢調査における年齢別人口構成割合は、
0～14歳人口が12.3％、15～64歳人
口が58.7％、65歳以上人口が29.0％
となっています。年齢別人口構成割合
の推移としては平成に入ってから、0
～14歳人口割合は減少傾向が、65歳
以上人口割合は増加傾向が大きくなっ
ており、本市においても急速に少子高
齢化が進展しています。

令和2年(2020年)10月1日現在の国勢調
査における年齢別人口構成割合は、0
～14歳人口が11.0％、15～64歳人口
が55.6％、65歳以上人口が33.4％と
なっています。年齢別人口構成割合
の推移としては平成に入ってから、0
～14歳人口割合は減少傾向が、65歳
以上人口割合は増加傾向が大きく
なっており、本市においても急速に
少子高齢化が進展しています。

変更
内容
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都市施設の名称変更（R3年4月）
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第１章 基本的な姿勢
２ 都市計画マスタープランの位置づけ（P3）

第３章 都市づくりの分野別基本方針
１ 土地利用の基本方針（P23）
３ 緑・水環境の基本方針（P37）

変更
箇所

旧新新旧

きたひろしま総合運動公園北海道ボールパークＦビレッジ変更
内容

第３章 都市づくりの分野別基本方針
３ 緑・水環境の基本方針（P38）

変更
箇所

旧新新旧

下水処理センターアクア・バイオマスセンター北広島変更
内容

Ｆビレッジ

アクア・バイオマス
センター北広島

東の里
遊水池



立地適正化計画の改定（R6年3月）

第２章 都市づくりの理念と目標
４ 将来都市構造（P19）

変更
箇所

旧新新旧
ボールパークは東部地区の一部として
位置づけ、構成する各施設が担う都市
機能は、地区の中心となる可能性を有
するため、拠点地区・核地区の位置づ
けについて検討します。

Ｆビレッジ周辺は、ＪＲ北広島駅周
辺と一体的に医療、商業、文化、行
政等の都市機能を提供する本市の中
核となることから、拠点地区として
位置付けます。

変更
内容

立地適正化計画に基づきＪＲ北広島駅
を中心とした拠点地区を都市機能誘導
区域、北広島団地地区全域及び東部地
区の一部のエリアを居住誘導区域に設
定し、生活サービスやコミュニティ施
設の集約を図り、中心的な地区へ居
住・都市機能を先導的に誘導し、まち
の再生をけん引します。

立地適正化計画に基づきＪＲ北広島
駅周辺と、今後、都市機能の集積を
図るＦビレッジ周辺を、連担性を持
つ拠点地区として都市機能誘導区域、
北広島団地地区全域及び東部地区の
一部のエリアを居住誘導区域に設定
し、生活サービスやコミュニティ施
設の集約を図り、中心的な地区へ居
住・都市機能を先導的に誘導し、ま
ちの再生をけん引します。
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ＪＲ新駅北側の土地利用

第３章 都市づくりの分野別基本方針
１ 土地利用の基本方針（P26）

第４章 地区づくりの基本方針
１ 東部地区（P50，52）

変更
箇所

旧新新旧
記載なしＪＲ新駅北側において、交通結節機

能の強化を図り、駅周辺の利便性を
生かした業務施設や主として地区住
民のための生活利便施設の立地のた
め、工業系土地利用からの用途転換
を検討します。

変更
内容

西裏通

共栄町

Ｆビレッジ

ＪＲ新駅周辺状況



市街化調整区域の土地利用
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
１ 土地利用の基本方針（P28）

変更
箇所

旧新新旧
輪厚パーキングエリア周辺においては、
既存市街地の工業系未利用地の活用を
基本としながらも、交通利便性や産業
振興等の観点から、農林業との十分な
調整を行った上で都市的土地利用の可
能性について検討します。

輪厚パーキングエリア周辺及び国道
36号・国道274号沿線においては、既
存市街地の工業系未利用地の活用を
基本としながらも、交通利便性や産
業振興等の観点から、農林業との十
分な調整を行った上で地区計画等の
活用や限定的な都市的土地利用の可
能性について検討します。

変更
内容



市街化調整区域の土地利用
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
１ 土地利用の基本方針（P28）

第４章 地区づくりの基本方針
２ 西部地区（P58）
４ 西の里地区（P70）

変更
箇所

旧新新旧
記載なし国道36号・国道274号沿線は、交通利

便性の優位性を生かし、物流事業や
食料品製造業をはじめとする産業振
興に寄与するための土地利用につい
て検討を進めます。

変更
内容

西部地区
国道36号

西の里地区

国道274号



交通結節機能の強化
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
２ 都市交通体系の基本方針（P33）

第４章 地区づくりの基本方針
１ 東部地区（P52）

変更
箇所

旧新新旧
ＪＲ北広島駅及び西口駅前広場は、
ボールパークの整備による利用者の増
加に対応するため、アクセス機能の整
備を行います。また、ボールパークに
隣接するＪＲ新駅については、早期完
成に向け、関係機関と協議を進めます。
ＪＲ上野幌駅及びその周辺については、
駅舎のバリアフリー化に向けて関係機
関と協議を進めるとともに、駅周辺の
利便性を生かした土地利用を検討しま
す。

ボールパークに隣接するＪＲ新駅周
辺については、交通結節機能の整備
を図ります。ＪＲ上野幌駅及びその
周辺については、駅舎のバリアフ
リー化に向けて関係機関と協議を進
めるとともに、駅周辺の利便性を生
かした土地利用を検討します。

変更
内容



保存利活用計画の策定（R7年3月）
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
３ 緑・水環境の基本方針（P37）

変更
箇所

旧新新旧
特別天然記念物野幌原始林に新たな区
域が追加指定されたことから、適切な
保存に向けた保存利活用計画を策定し
ます。

特別天然記念物野幌原始林について
は、保存活用計画に基づき、適切な
保存、活用を行い貴重な文化財を次
世代に継承していきます。

変更
内容

追加指定箇所



ゼロカーボンシティの実現（R5年2月）
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
３ 緑・水環境の基本方針（P38）

変更
箇所

旧新新旧
低炭素社会の構築を図るため、温室効
果ガスの排出量の削減に向けた取組を
推進します。

ゼロカーボンシティの実現に向け、
温室効果ガスの排出量削減の取組を
推進します。

変更
内容



焼却施設の供用開始（R6年4月）
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
３ 緑・水環境の基本方針（P38）

変更
箇所

旧新新旧
廃棄物を適正に処理するため、最終処
分場の確保や近隣市町と連携した広域
的な処理施設の整備を進めます。

廃棄物を適正に処理するため、広域
による焼却処理が開始したことから、
最終処分場の今後の在り方について
検討します。

変更
内容

位置図

道央廃棄物処理
組合焼却施設

北広島市

恵庭市 千歳市

出典：国土地理院地図



宅地耐震化対策工事等の完了（R7年10月）
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
５ 都市防災の基本方針（P42）

変更
箇所

旧新新旧
災害時には、防災情報の収集と伝達を
迅速かつ的確に進めるとともに、安全
な避難や都市施設の迅速な復旧が求め
られることから、必要な対策を行い、
災害に強い都市づくりを進める必要が
あります。特に、平成30年（2018
年）9月6日に発生した北海道胆振東部
地震による被災地の早期復旧に向けた
取組を進めていく必要があります。

災害時には、防災情報の収集と伝達
を迅速かつ的確に進めるとともに、
安全な避難や都市施設の迅速な復旧
が求められることから、必要な対策
を行い、災害に強い都市づくりを進
める必要があります。

変更
内容



盛土規制法における区域の指定（R7年4月）
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第３章 都市づくりの分野別基本方針
５ 都市防災の基本方針（P44）

変更
箇所

旧新新旧
宅地造成に伴うがけ崩れ等の災害を防
止するため、宅地造成工事規制区域＊
における造成工事を適切に指導します。

＊宅地造成工事規制区域

宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出
による災害が発生するおそれが著しい
区域について、宅地造成等規制法で指
定する区域。

宅地造成等に伴うがけ崩れ等の災害
を防止するため、宅地造成等工事規
制区域及び特定盛土等規制区域＊に
おける造成工事を適切に指導します。

＊宅地造成等工事規制区域及び特定
盛土等規制区域
宅地造成等に伴うがけ崩れ、土砂の
流出による災害が発生するおそれが
著しい区域について、宅地造成及び
特定盛土等規制法で指定する区域。

変更
内容



改定スケジュール
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内 容年月
都市計画マスタープラン（第2次）策定R2.12
計画期間（～令和12年度）R3.4
【令和7年度第1回 都市計画審議会】見直しについてR7.4
【令和7年度第3回 都市計画審議会】見直し方針R7.9
【令和7年度第4回 都市計画審議会】改定原案の説明R7.11
北海道任意協議終了
パブリックコメント
12/22～1/20

R7.12

【令和7年度第5回 都市計画審議会】改定案の説明（諮問）R8.1
令和8年第1回定例会の議決を経て
都市計画マスタープラン（第2次）を改定

R8.3



パブリックコメントの結果
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市の考え方提出のあった意見
・かかかかかかかかかかか

・ききききききききききき

・ああああああああ

・いいいいいいいい

 募集期間 令和7年12月22日～令和8年1月20日
 意見提出 ●件



パブリックコメントの結果
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変更前変更後該当箇所
・かかかかかかかかかかか

・ききききききききききき

・ああああああああ

・いいいいいいいい

●ページ

 パブリックコメントを受けての変更点


